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11
月
９
日
は
『
１
１
９
番
の

日
』　
「
お
う
ち
時
間　

家
族

で
点
検　

火
の
始
末
」

　

１
１
９
番

は
、
火
災
・
救

急
・
救
助
な
ど

の
災
害
を
通
報

す
る
為
の
緊
急
回
線
で
す
。
場

所
が
分
か
ら
な
い
と
出
動
す
る

こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
１
１
９

番
通
報
時
は
、
慌
て
ず
、
消
防

車
や
救
急
車
が
向
か
う
住
所
や

近
く
の
目
標
物
を
は
っ
き
り
伝

え
て
く
だ
さ
い
。

間
違
え
て
１
１
９
番
に
か
け
て

し
ま
っ
た
時
は

　
『
間
違
え
ま
し
た
』
と
伝
え

て
く
だ
さ
い
。
無
言
で
電
話
を

切
っ
て
し
ま
う
と
、『
何
か
あ
っ

た
の
で
は
？
』
と
考
え
、
確
認

の
た
め
呼
び
返
し
を
し
た
り
、

消
防
車
や
救
急
車
が
出
動
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

緊
急
自
動
車
は
必
ず
サ
イ
レ
ン

を
鳴
ら
し
て
走
行
し
ま
す

　
よ
く
『
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
さ

な
い
で
来
て
く
だ
さ
い
』
と
言

う
方
が
い
ま
す
が
、
緊
急
車
両

は
サ
イ
レ
ン
を
止
め
て
走
行
す

る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
赤
色

灯
を
点
け
、
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら

し
て
走
行
す
る
よ
う
法
律
で
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 
市
消
防
本
部
通
信
指
令
課

☎
（22）
０
１
１
９
（
音
声
ガ
イ
ダ

ン
ス
後
６
番
）

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
は
、

年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で

大
切
に
保
管
を

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得

税・住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
、

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
そ
の
年
の
１

月
１
日
～
12
月
31
日
に
納
付
し

た
保
険
料
が
対
象
で
す
。
控
除

を
受
け
る
た
め
に
は
、
納
付
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添

付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
方
に
は
、
日

本
年
金
機
構
が
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
を
送
付
し
ま
す
。
年
末

調
整
や
確
定
申
告
の
際
は
、
必

ず
こ
の
証
明
書
（
ま
た
は
領
収

証
書
）を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

証
明
書
の
送
付
時
期

・
１
月
１
日
～
９
月
30
日
に
保

険
料
を
納
付
し
た
方⇒

11
月
上

旬・
10
月
１
日
～
12
月
31
日
に
今

年
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
方⇒

来
年
２
月
上
旬

※
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
さ
れ
た
場
合
も
、
ご
本

人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ご
家
族

あ
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書

を
添
付
の
う
え
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

問 

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル　
☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐

０
０
４

11
月
30
日
（
い
い
み
ら
い
）

は
「
年
金
の
日
」
で
す

　
「
年
金
の
日
」
は
、
ご
自
身

の
年
金
記
録
や
年
金
受
給
見
込

額
を
確
認
し
、
高
齢
期
の
生
活

設
計
に
思
い
を
巡
ら
す
日
で

す
。
こ
の
機
会
に
、
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
、
ご

自
身
の
年
金
記
録
の
確
認
や
年

金
見
込
額
を
試
算
で
き
る
「
ね

ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
利
用
方
法
は
、
日
本

年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
す
る
か
、
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
へ
。

問 

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用

ダ
イ
ヤ
ル　

☎
０
５
７
０
‐

０
５
８
‐
５
５
５

栃
木
市
墓
園
再
整
備
基
本
計

画
を
策
定
し
ま
し
た

　
増
加
す
る
墓
地
需
要
及
び
近

年
の
墓
地
の
あ
り
方
に
対
応
す

る
た
め
、
栃
木
市
墓
園
再
整
備

基
本
計
画
を
策
定

し
ま
し
た
。
詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
へ

問 

環
境
課　
☎

（21）
２
４
２
２

新
大
平
下
駅
前
第
２
土
地
区

画
整
理
事
業　

換
地
計
画
の

縦
覧

　

小
山
栃
木
都
市
計
画
事
業　

新
大
平
下
駅
前
第
２
土
地
区
画

整
理
事
業
の
換
地
計
画
を
次
の

と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。
内
容
に

意
見
の
あ
る
利
害
関
係
者
は
、

縦
覧
期
間
中
に
施
行
者
（
栃
木

市
）
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

日
時　
10
月
20
日
（
水
）
～
11

月
２
日
（
火
）
８
時
30
分
～
17

時
15
分
（
土
日
含
む
）

場
所　
市
街
地
整
備
課 

（
市
役

所
本
庁
舎
３
階
）、
土
日
は
１

階
警
備
室
（
市
役
所
南
西
角
）

へ 問 

市
街
地
整
備
課☎

（21）
２
７
７
５

「
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
」

及
び
「
消
費
生
活
用
製
品
安

全
法
」
に
基
づ
く
立
入
検
査

　
市
で
は
家
庭
用
品
品
質
表
示

法
に
基
づ
く
表
示
の
有
無
、
表

示
方
法
が
適
正
か
、
小
売
店
の

表
示
に
対
す
る
意
識
等
は
正
し

い
か
な
ど
に
つ
い
て
立
入
検
査

を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
消
費

生
活
用
品
製
品
安
全
法
に
基
づ

く
特
定
製
品
に
対
す
る
Ｐ
Ｓ
Ｃ

マ
ー
ク
の
表
示
の
有
無
と
表
示

状
況
、
長
期
使
用
製
品
安
全
点

検
制
度
に
基
づ
く
事
業
者
へ
の

制
度
の
認
識
、
表
示
の
適
否
、

説
明
義
務
の
実
施
状
況
等
に
つ

い
て
の
聞
き
取
り
調
査
を
実
施

し
ま
す
。

　
次
の
期
間
中
、
立
入
検
査
証

を
携
帯
し
た
市
職
員
が
市
内
の

小
売
店
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

実
施
期
間　
11
月
～
令
和
４
年

２
月
末

問 

市
民
生
活
課
☎

（21）
２
１
２
１

11
月
21
日
は
「
世
界
道
路
交

通
犠
牲
者
の
日
」

　
「
世
界
道
路
交
通
犠
牲
者
の

日
」（W

orld D
ay of Re-

m
em
brance for R

oad 
Traffic Victim

s

）
は
、
道

路
交
通
事
故
の
被
害
者
を
追
悼

す
る
た
め
の
国
際
デ
ー
で
す
。

２
０
０
５
年
の
国
連
総
会
に
て

決
議
さ
れ
、
11
月
の
第
３
日
曜

日
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
私
た

ち
誰
も
が
、
交
通
事
故
の
当
事

者
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
悲
惨
な
交
通
事
故
の
根
絶

の
た
め
に
も
、
日
頃
か
ら
交
通

安
全
を
意
識
し
て
生
活
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

問 

交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
１

令
和
３
年
度　

第
２
回
消
防

設
備
士
試
験

試
験
日　
令
和
４
年
２
月
13
日

（
日
）

場
所　
宇
都
宮
工
業
高
等
学
校

（
宇
都
宮
市
雀
宮
町
）

受
験
資
格　
甲
種
（
資
格
が
必

要
）　
乙
種
（
資
格
必
要
な
し
）

試
験
手
数
料

　
甲
種　
５
，
７
０
０
円

　
乙
種　
３
，
８
０
０
円

申
請
期
間　
電
子
申
請　
12
月

３
日
（
金
）
～
14
日
（
火
）　

書
面
申
請　

12
月
６
日
（
月
）

～
12
月 

17
日
（
金
）

願
書
配
布
場
所　

申
込
先 

ま

た
は 

県
内
の
消
防
局
・
各
消

防
本
部

申
込
先　
（
一
財
）
消
防
試
験

研
究
セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支
部

問 　
（
一
財
）
消
防
試
験
研
究

セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支
部　

☎
０
２
８-

６
２
４-

１
０
２
２

市
消
防
本
部
予
防
課

☎
（22）
０
０
７
２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
へ
の
寄
附 

あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
感
染
症
対
策
に
役
立
て
て
ほ

し
い
と
、
次
の
皆
様
よ
り
寄
附

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
感
染
症

指
定
医
療
機
関
の
支
援
や
感
染

症
対
策
に
係
る
事
業
等
に
活
用

い
た
し
ま
す
。

株
式
会
社
Ｔ
Ｋ
Ｃ
様２

５
０
万
円

サ
カ
エ
工
業
栄
友
会
様

50
万
円

問 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
室　
☎

（21）
２
１
４
７

文
房
具
・
日
用
品
の
寄
贈 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
株
式
会
社
ダ
イ
ナ
ム
様
よ
り

静
和
小
学
校
の
児
童
に
、
文
房

具
・
日
用
品
を
寄
贈
い
た
だ
き

ま
し
た
。

問 

学
校
施
設
課
☎

（21）
２
４
６
４

教
育
備
品
の
寄
附 

あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
栃
木
う
づ
ま
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク

ラ
ブ
様
よ
り
、
英
語
教
育
用
の

大
型
絵
本
や
空
気
清
浄
機
の
寄

附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
教
育

環
境
充
実
に
、
有
効
に
活
用
い

た
し
ま
す
。

問 

学
校
教
育
課
☎

（21）
２
１
２
９

「
ま
る
ま
る
ま
る
ご
と
つ
が

ま
つ
り
２
０
２
１
」
中
止
の

お
知
ら
せ

　
例
年
11
月
開
催
の
ま
る
ま
る

ま
る
ご
と
つ
が
ま
つ
り
は
、
感

染
症
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
中

止
し
ま
す
。

問 

ま
る
ま
る
ま
る
ご
と
つ
が

ま
つ
り
実
行
委
員
会
（
都
賀
地

域
づ
く
り
推
進
課
内
）

☎
（29）
１
１
０
０

「
ア
グ
リ
フ
ェ
ス
タ
」
中
止

の
お
知
ら
せ

　
例
年
12
月
開
催
の
「
ア
グ
リ

フ
ェ
ス
タ
」
は
、
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
中
止
と
な
り
ま
し

た
。

問 

農
業
振
興
課
☎

（21）
２
３
８
３

「
令
和
３
年
度
栃
木
市
消
防

団
通
常
点
検
」
中
止
の
お
知

ら
せ

　
10
月
31
日
に
開
催
を
予
定
し

て
い
た
栃
木
市
消
防
団
通
常
点

検
は
、
感
染
症
の
拡
大
防
止
の

観
点
の
た
め
中
止
し
ま
す
。

問 

市
消
防
本
部
消
防
総
務
課

　
☎

（23）
３
５
２
７

募

集

統
計
調
査
員
募
集

　
国
が
実
施
す
る
統
計
調
査
の

調
査
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

調
査
員
に
は
、
報
酬
（
給
与
所

得
）
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

統
計
調
査
員
と
は
？　
調
査
の

対
象
と
な
る
事
業
所
や
世
帯
等

を
訪
問
し
、
調
査
票
の
記
入
依

頼
や
回
収
、
点
検
等
を
行
い
ま

す
。

対
象　
満
20
歳
以
上
の
方
（
税

務
、
警
察
、
選
挙
、
報
道
等
に

関
係
す
る
方
を
除
く
）
で
、
調

査
で
知
り
得
た
秘
密
を
守
り
、

責
任
を
も
っ
て
調
査
員
事
務
を

遂
行
で
き
る
方

今
後
の
調
査　
就
業
構
造
基
本

調
査
、
住
宅・土
地
統
計
調
査
、

国
勢
調
査
な
ど

応
募　
ま
ず
は
問
合
先
へ
お
電

話
く
だ
さ
い
。
応
募
方
法
を
ご

案
内
し
ま
す
（
登
録
前
に
面
接

あ
り
）。

問 

総
合
政
策
課
☎

（21）
２
３
０
６

　市が発注する物品等の納入、業務委託等の受注を希望する方は、登録が必
要です。
①物品購入等入札参加資格審査申請
　事務機器、車両、建設資材などの物品の納入、施設の保守点検、運送など
の業務委託の入札に参加を希望する方の登録制度です。
対象　現在未登録で、令和４年度の入札に参加を希望する方
　　　（現在登録はあるが、業種の追加や地域区分の変更を希望する方）
受付期間　11月22日（月）～12月10日（金）（閉庁日を除く）
提�出書類等　申請書類等一式、添付書類（税の証明書および法人登記の写し、
希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
など）。申請要領、様式などは、11月上旬から市ホームページに掲載および
契約検査課で配布
登録有効期間　令和４年４月１日～令和５年３月31日
②小規模物品等契約希望者登録
　１回の取引金額が50万円未満の小規模な物品の納入等を希望する、市内
に主たる事業所を有する事業者限定の登録制度です。入札になるような比較
的規模が大きい取引はできません。例えば、少額の事務用品、給食の食材の
納品などを行う事業者向けの制度となります。
対�象　現在未登録で、１回あたり50万円未満の小規模な取引を希望する、市
内に主たる事業所を有する事業者
申請受付期間　随時（閉庁日を除く）
提�出書類等　申請書、添付書類（市税の完納証明書、希望する業種を履行す
るために必要な資格、免許等を証明する書類の写しなど）。申請案内、様式
などは、市ホームページに掲載および契約検査課で配布中
登�録有効期間　令和５年３月31日まで
①②共通事項
申請方法　問合先へ直接または郵送にて
※①、②の両方に登録することはできません。また、いずれの制度も登録する
ことで指名を約束するものではありません。

問 契約検査課☎（21）２３６１（本庁舎３階３Ｃ‐７番窓口）

物品購入等業者登録の申請を受け付けます


